
○大阪府における貸借対照表の作成範囲

○一般会計

○特別会計：１１会計
大阪府営印刷所特別会計
関西国際空港関連事業特別会計
不動産調達特別会計
公債管理特別会計
市町村施設整備資金特別会計
証紙収入金整理特別会計
母子寡婦福祉資金特別会計
中小企業振興資金特別会計
農業改良資金特別会計
沿岸漁業改善資金特別会計
林業改善資金特別会計

○地方公営企業法適用：５事業
大阪府水道事業特別会計
大阪府工業用水道事業特別会計
大阪府中央卸売市場事業特別会計
大阪府地域整備事業特別会計
大阪府まちづくり促進事業特別会計

○地方公営企業法非適用：４事業
　流域下水道事業特別会計
　港湾整備事業特別会計（港湾整備）

港湾整備事業特別会計（臨海土地造成）
箕面北部丘陵整備事業特別会計

該当なし

○地方三公社
大阪府土地開発公社
大阪府住宅供給公社
大阪府道路公社

○地方独立行政法人
公立大学法人大阪府立大学
大阪府立病院機構

○出資法人：　２８法人
(財)大阪産業振興機構
大阪高速鉄道(株) 　　　等
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法適用事業：
地方公営企業法の規定の全部または財務規定等を適用している事業
地方公営企業の会計規定の準則に基づき貸借対照表・損益計算書等を作
成

地方三公社：

各公社の会計基準等に基づき貸借対照表等を作成

地方独立行政法人：
地方独立行政法人会計基準等に基づき貸借対照表等を作成

出資法人：
　　出資比率25％以上で府が実質的に主導的な立場を確保している法人
民法法人は公益法人会計基準、会社法法人は企業会計原則に基づき貸
借対照表等を作成

一般会計等：
地方自治法に定める歳入歳出決算書等を作成
　【各会計毎の貸借対照表等は作成せず】
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